
個人情報ファイル簿（単票）        【選挙管理委員会事務局】 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿 

行政機関等の名称 久留米市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 

有権者を予め的確に把握することにより投票事務を円滑に進め、

かつ、有権者でない者の投票や二重投票を防止することを目的と

して作成する。 

投票手続きにおいても、名簿との対照を行った上で投票用紙の交

付を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５性別、６投票区、７既

犯歴、８名簿登録の有無 

記録範囲 住民基本台帳に記載された者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、市区町村 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 市区町村、日本通信紙株式会社 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市選挙管理委員会事務局 

（所在地）〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１７日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【選挙管理委員会事務局】 

個人情報ファイルの名称 個人番号届出者・報酬等支払者一覧 

行政機関等の名称 久留米市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 

法定調書システムへエクセルデータを取り込み、源泉徴収票を作

成するため。 

また、法定調書を税務署及び居住市区町村へ提出するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４社員番号、５従事内容、６支払

額、７所得税額、８社会保険料 

記録範囲 給与等の支払いを受けた者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市区町村、税務署、給与等の支払いを受けた者 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市選挙管理委員会事務局 

（所在地）〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１７日 


